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公園サポート事業参加団体募集������� ❸
まちづくり条例の見直しの検討を行います�� ❸
自立生活サポートセンターこくぶんじをご利用
ください����������������� ❹
消費生活相談室から������������ ❻
寄附金状況を公表������������� ❽

→農業委員会事務局（内394）

7月6日（土）午後0時45分～5時※雨天決行
ＪＡ東京むさし国分寺支店（集合・解散）

国分寺の農業に触れ合う畑巡り
こくベジの収穫体験とお土産付きのイベントです

第16回

農ウォーク

t市内在住・在勤・在学・在活の小学生以上の方※小学生は保護者同伴
c50人　e500円／人※当日集金。釣り銭が無いように用意
m6月17日（月）から電話で農業委員会事務局へ※先着順
f軍手　s市農業委員会・市都市農政推進協議会・ＪＡ東京むさし国分寺地区
z自動車での来場不可／動きやすい服装で参加

→人権平和課☎（042）573-4378

　職場で不快と感じる言動を受けたときは、はっきりと拒絶の意思を相手に示し、その
行為がハラスメントだということを相手に伝えましょう。我慢したり、無視したりする
と事態をさらに悪化させてしまうかもしれません。ハラスメントは職場全体の問題です。
問題を解決していくことが、悩んでいるほかの人を救うことにもつながります。自分で解
決しようとするのではなく、職場の相談担当者や信頼できる上司に相談し、職場としての
対応を求めるようにしましょう。

　市内の畑を巡り、国分寺農業をより深く知る「農ウォーク」を、今
年は戸倉・東戸倉地域で開催します。この地域の野菜・植木・果樹・
花などの特徴ある畑を農業者と共に歩いて巡ります。畑では地元農業
者からの説明のほか、市内産の果実を使用したジェラートアイスの試
食やこくベジの収穫体験も行います。多様な魅力を持つ国分寺農業を
見て・聞いて・体験できるイベントです。

6月23日～29日は　男女共同参画週間

　自らの意思で働く女性やこれから働こうとする
女性の個性と能力が十分に発揮されることが重要
であるとし、女性の職業生活を推進することが豊
かで活力ある社会の実現につながると定めた法律
です。女性が活躍する社会を後押しするには、家
族や職場など周囲の理解と協力が必要です。

ご存じですか、女性活躍推進法（女性の職業
生活における活躍の推進に関する法律）

　次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従
業員の仕事と子育ての両立のための雇用環境や多
様な労働条件の整備に取り組むために策定する計
画です。計画を策定し、目標を達成するなどの要
件を満たすと、子育てサポート企業として厚生労
働大臣の認定を受けることができます。

一般事業主行動計画を策定しましょう

○立川総合労働相談コーナー�
� ☎（042）846-4821

○東京都労働相談情報センター 
◇�電話相談（随時）�
東京都ろうどう110番

� ☎（0570）00-6110�
◇�来所相談（予約制）�
国分寺事務所�
� ☎（042）321-6110

○法律相談法テラス多摩 
� ☎（0570）078305
※ＩＰ電話の場合＝
☎（050）3383-5327

働く女性のための　相談窓口
○女性のためのカウンセリング（原則毎月第2・4火曜日）
　�女性カウンセラーが、家庭内・職場・近隣との人間関
係など女性が抱える悩みのカウンセリング

○女性法律相談（毎月第3木曜日）
　�女性弁護士による、家族・離婚・相続など女性に関わ
る幅広い法律上の相談

○身近な人権相談（原則毎月第2木曜日）※男性も相談可
　�法務大臣から委嘱された人権擁護委員が実施する、人
権侵害や市民生活に関する相談

○女性の悩みごと相談（月～金曜日※祝日・年末年始を除く）
　女性相談員による、暴力など女性の抱える日々の悩みの相談
※�日程は変更する場合があります。詳しくは毎月1日号2
ページの無料相談を参照または人権平和課へ

女性の悩みに　市の相談窓口

ハラスメントとは、他者に対する言動によって、本人の意図には関係なく、相手を不当に
不快にさせるなど、精神的・身体的に苦痛を与える行為です。行った側にハラスメントだ
という意識がなくても、受ける側に苦痛・不快を与える言動はハラスメントです

内閣府ＰＲポスター

職場でハラスメントを受けたら

ハラスメントでお悩みの方へ

　性別に関わりなく誰もが、職場・学校・地域・家庭で、それぞれの個
性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには、国や
地方公共団体だけでなく、皆さん一人一人の取り組みが必要です。私た
ちの周りの男女のパートナーシップを、この機会に考えてみませんか。


